
暮らしの情報

この有料広告の収入で、まちづくり団体に助成しています。

　

２
月
１
日
現
在
で
全
国
的
に
農

林
業
セ
ン
サ
ス
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
調
査
は
農
林
業
を
営
む
す
べ

て
の
世
帯
や
法
人
を
調
査
対
象
と

し
、
我
が
国
の
農
林
業
の
生
産
構

造
や
就
業
構
造
、
農
山
村
地
域
の

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目

的
に
５
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
て
い

ま
す
。調
査
で
得
ら
れ
た
結
果
は

農
林
行
政
の
企
画
・
立
案
・
推
進
の

た
め
の
基
礎
資
料
等
と
し
て
幅
広

く
利
用
さ
れ
ま
す
。１
月
中
旬
頃

か
ら
農
林
業
を
営
む
世
帯
・
法
人

の
皆
様
の
も
と
へ
、
県
知
事
に
任

命
さ
れ
た
統
計
調
査
員
が
調
査
票

を
持
っ
て
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、

お
忙
し
い
と
こ
ろ
お
手
数
を
お
か

け
し
ま
す
が
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。な
お
、調
査
内
容
は
統
計
を

作
成
す
る
た
め
の
み
に
使
用
す

る
も
の
で
、
そ
の
他
の
目
的
に
は

一
切
使
用
し
ま
せ
ん
。▼
問
合
せ

総
務
課
総
務
グ
ル
ー
プ
☎
23
‐

２
１
１
９

最
低
売
却
価
格
を
公
表
す
る

売
払
い
で
す

▼
受
付
開
始　

１
月
６
日（
火
）～

（
物
件
Ａ
～
Ｅ
は
２
月
４
日
（
水
）

ま
で
）
▼
受
付
時
間　

午
前
９
時

～
午
後
５
時
（
土
・
日
・
祝
日
及
び

平
日
12
時
～
午
後
１
時
を
除
く
）

▼
応
募
方
法　

受
付
期
間
中
に
所

定
の
申
込
書
を
財
政
課
に
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。入
札
応
募
様
式
集

（
申
込
書
）、
入
札
の
ご
案
内
は
財

政
課
に
あ
り
ま
す
。▼
入
札　

入

札
は
２
月
６
日（
金
）の
午
前
10
時

か
ら
市
役
所
仮
設
庁
舎
Ｂ
棟
１
階

会
議
室
２
で
行
い
ま
す
。な
お
、物

件
Ｆ
、
Ｇ
、
Ｈ
は
事
業
用
地
と
し

て
売
却
し
ま
す
の
で
、
売
却
方
法

が
変
わ
り
ま
す
。詳
し
く
は
入
札

の
ご
案
内
を
参
照
し
て
く
だ
さ

い
。▼
そ
の
他　

期
間
中
に
申
し

込
み
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
先

着
順
で
売
却
し
ま
す
。▼
問
合
せ

財
政
課
管
財
グ
ル
ー
プ
☎
23
‐

２
１
１
３

▼
試
験
種
類　
【
甲
種
】特
類　

第

１
類
～
第
５
類【
乙
種
】第
１
類
～

第
７
類
▼
試
験
日　

３
月
７
日

（
土
）▼
予
定
試
験
会
場　

茨
城
大

学（
水
戸
市
）▼
願
書
受
付
期
間　

【
書
面
申
請
】１
月
14
日（
水
）～
27

日
（
火
）【
電
子
申
請
】
１
月
11
日

（
日
）～
24
日（
土
）▼
願
書
申
請
方

法　

書
面
申
請
【
郵
送
】〒
３
１
０

‐
０
８
５
２　

水
戸
市
笠
原
町

９
７
８
番
25
茨
城
県
開
発
公
社

ビ
ル
４
階　
（
一
財
）消
防
試
験
研

究
セ
ン
タ
ー
茨
城
県
支
部
【
直
接

持
参
】
受
付
期
間
中
の
午
前
９
時

～
午
後
５
時
ま
で
。※
土
・
日
・
祝

日
を
除
く
。申
請
書
は
高
萩
市
消

防
本
部
に
あ
り
ま
す
。電
子
申
請

消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。受

付
時
間
は
、
受
付
開
始
日
の
午
前

９
時
～
受
付
締
切
日
の
午
後
５

時
ま
で
。
▼
手
数
料　

甲
種
５
，

０
０
０
円
、乙
種
３
，４
０
０
円
▼

問
合
せ　

高
萩
市
消
防
本
部
☎
22

‐
０
１
１
９

　

日
曜
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
は
、

年
末
年
始
を
除
く
毎
週
日
曜
日
に

開
設
し
て
お
り
、
市
民
の
皆
様
に

ご
利
用
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
が
、
１
月
18
日
（
日
）
は
戸
籍

シ
ス
テ
ム
機
器
の
入
替
作
業
の
た

め
、
戸
籍
謄
本
等
の
発
行
が
で
き

ま
せ
ん
。大
変
ご
迷
惑
ご
不
便
を

お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
ご
協

力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。な
お
、
住
民
票
発
行
、
印
鑑

登
録
、
印
鑑
証
明
書
の
発
行
は
通

常
ど
お
り
行
い
ま
す
。▼
問
合
せ

市
民
課
管
理
グ
ル
ー
プ
☎
23
‐

２
１
１
６

　

市
内
中
学
生
の
作
品
を
展
示
し

ま
す
。▼
期
間　

１
月
９
日
（
金
）

～
30
日（
金
）▼
会
場　

仮
設
庁
舎

Ａ
棟
１
階
▼
問
合
せ　

経
営
企
画

課
☎
23
‐
２
１
１
８

番号 所在地番 地積（㎡） 最低売却価格（円）
物件Ａ 高浜町3-104-14 252.25 4,010,000
物件B 高浜町2-112-1 503.30 8,500,000
物件C 有明町1-65 251.41 6,050,000
物件D 有明町3-19-1の内（その1） 321.00 4,750,000
物件E 有明町3-19-1の内（その2） 401.00 5,770,000
物件F 高萩字三ツ塚263-1 2460.02 21,890,000
物件G 安良川字浜野267-6 8217.05 116,680,000
物件H 肥前町2-3-110、20-3 3493.50 27,590,000

※物件Ｄ、Ｅは、落札者決定後、分筆・進入路整備工事を行った後に引渡しとな
ります。おおよそ４ヶ月程度かかる見込みです。

　 ▼売払い物件　地目：宅地

暮らしの
　　情報

有料広告

平
成
26
年
度
消
防
設
備
士
試
験

おしらせ

男
女
共
同
参
画
ポ
ス
タ
ー
展

おしらせ
１
月
18
日
の
日
曜
サ
ー
ビ
ス

コ
ー
ナ
ー
一
部
変
更

おしらせ

防災テレフォンサービス　☎２０－７２７２ 防災行政無線を聞き逃した人へ。
直近の放送内容を電話で 24 時間いつでも確認できます。

２
０
１
５
年
農
林
業

セ
ン
サ
ス
の
お
願
い

おしらせ

市
有
地
一
般
競
争

に
よ
る
売
払
い

おしらせ

な に な に
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暮らしの情報

この有料広告の収入で、まちづくり団体に助成しています。

　

家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税

は
、
１
月
１
日
現
在
の
状
況
に
よ

り
課
税
さ
れ
ま
す
。
１
月
１
日
以

前
に
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合

は
、
翌
年
度
か
ら
課
税
対
象
外
に

な
り
ま
す
の
で
、
早
め
の
連
絡
を

お
願
い
し
ま
す
。
法
務
局
で
滅
失

登
記
の
届
出
を
さ
れ
た
場
合
は
、

市
へ
の
連
絡
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
▼
問
合
せ　

税
務
課
固
定
資

産
税
グ
ル
ー
プ
☎
23
‐
２
１
１
５

　

土
地
・
家
屋
の
所
有
者
が
お
亡

く
な
り
に
な
ら
れ
た
場
合
、
相
続

に
よ
り
名
義
を
変
え
ら
れ
る
ま
で

の
間
、
相
続
人
は
相
続
人
代
表
者

指
定
届
（
被
相
続
人
の
税
に
関
す

る
書
類
を
代
表
し
て
受
け
取
る
人

を
指
定
す
る
も
の
）
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
だ
提
出
し

て
い
な
い
人
は
税
務
課
ま
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
法
務

局
で
相
続
登
記
を
完
了
さ
れ
た
場

合
は
提
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
▼
問
合
せ　

税
務
課
固
定
資

産
税
グ
ル
ー
プ
☎
23
‐
２
１
１
５

　

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
人

（
法
人
及
び
個
人
）
は
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
に
お
い
て
所
有
し
て
い

る
償
却
資
産
の
状
況
を
資
産
が
所

在
す
る
市
町
村
へ
申
告
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
※
資
産
の
評

価
額（
課
税
標
準
額
）が
１
５
０
万

円
未
満
に
な
る
場
合
で
も
申
告
義

務
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
▼
申
告
期
限　

２
月
２
日

（
月
）　

※
申
告
書
が
届
い
て
い
な

い
人
は
、
関
係
書
類
を
送
付
し
ま

す
の
で
税
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
関
係
書
類
は
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。
▼【
参
考
】該
当
す

る
償
却
資
産
の
例　

①
構
築
物

（
看
板
、
駐
車
場
設
備
、
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装
、植
栽
等
外
構
工
事
等
）

②
機
械
及
び
装
置
（
製
造
機
械
設

備
、
工
作
機
械
、
印
刷
機
械
、
太
陽

光
発
電
設
備
等
）
③
車
両
及
び
運

搬
具（
大
型
特
殊
自
動
車
、構
内
運

搬
車
等
。
自
動
車
税
・
軽
自
動
車

税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

く
）
④
工
具
・
器
具
及
び
備
品
（
パ

ソ
コ
ン
、机
・
椅
子
、事
務
機
器
類
、

レ
ジ
ス
タ
ー
等
）
▼
問
合
せ　

税

務
課
固
定
資
産
税
グ
ル
ー
プ
☎
23

‐
２
１
１
５

有料広告

家
屋
を
取
り
壊
さ
れ
た

場
合
は
連
絡
を

おしらせ

事
業
を
行
っ
て
い
る
人
へ

償
却
資
産
を
お
持
ち
の
人
は

申
告
が
必
要
で
す

おしらせ

土
地
・
家
屋
の
所
有
者
が

お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た

場
合
は
届
出
を

おしらせ

. 

 2.

1.

3.3.

2.

1.

！

70歳未満の人へ
国民健康保険 高額療養費の自己負担限度額の見直し

問合せ：保険医療課　国保・医療福祉グループ　☎２３－２１１７

▼ 改正後　平成 27 年１月診療分から（月額）

　健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、平成 27 年１月診療分から 70 歳未満の人の高額療養費
の自己負担限度額が見直され、世帯の所得により３区分から５区分に変更となります。区分を細分化することによっ
て、それぞれの所得に応じた負担になるように限度額が設定されました。なお、70 歳以上の人の自己負担限度額は
変わりありません。

　同じ人が同じ月内に同一の医療機関（医科・歯科及び入院・外来別）に支払った保険診療に係る医療費が上表の限度額
を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。高額療養費に該当する人には、診療月の約３ヶ月後に
自動的に通知をお送りしますので、同封の申請書等を保険医療課に提出してください。
　しかし、あらかじめ『限度額適用認定証等』を医療機関に提示することで同一の医療機関において１ヶ月の支払いは
自己負担限度額までとなり（医科・歯科及び入院・外来別）、支払時の経済的な負担が軽減されます。そのため入院等高額
な医療を受けられる際は、限度額適用認定証等の申請を行ってください。（保険税が未納のため交付できない場合等も
ありますので、事前にお問い合わせください。）

適用区分 総所得金額等
（基礎控除後の総所得金額等） 自己負担限度額（３回目まで） ４回目以降

上位所得者（ア） 901万円を超える世帯の人 252,600円＋（医療費－842,000円）×1％ 140,100円
上位所得者（イ） 600万円超～901万円以下の世帯の人 167,400円＋（医療費－558,000円）×1％  93,000円

一般（ウ） 210万円超～600万円以下の世帯の人  80,100円＋（医療費－267,000円）×1％  44,400円
一般（エ） 210万円以下の世帯の人 57,600円  44,400円

住民税非課税世帯（オ） 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険
者が住民税非課税の人 35,400円  24,600円
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【
①
建
設
工
事
、
測
量
・
建
設

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
】
▼
申
請

期
間　

１
月
15
日（
木
）
～
２
月

６
日（
金
）▼
申
請
方
法　

茨
城
県

と
の
共
同
受
付
に
よ
り
行
い
ま

す
。
入
札
参
加
資
格
申
請
先
自
治

体
は
、日
立
市
と
な
り
ま
す
。【
②

物
品
購
入
等（
売
買
・
印
刷
・
賃

貸
借
）及
び
業
務
委
託
】▼
申
請
期

間　

３
月
２
日（
月
）～
９
日（
月
）

※
土
日
除
く
▼
申
請
方
法　

日

立
・
高
萩
広
域
下
水
道
組
合
総
務

課
に
申
請
書
類
を
直
接
持
参
。
※

今
回
は
追
加
受
付
と
な
り
ま
す
の

で
、
平
成
26
・
27
年
度
の
入
札
参

加
資
格
を
得
て
い
る
人
は
申
請
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。詳
細
は
、

県
土
木
部
監
理
課
建
設
業
担
当
、

高
萩
市
及
び
日
立
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

日
立
・
高
萩
広
域
下

水
道
組
合
総
務
課
☎
０
２
９
４
‐

39
‐
５
５
９
５

▼
業
種
区
分　

①
建
設
工
事
、
測

量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
②

物
品
の
製
造
販
売
等（
役
務
の
提

供
含
む
）
▼
有
効
期
間　

３
月
１

日（
日
）
～
５
月
31
日（
日
）
▼
受

付
期
間　

１
月
５
日（
月
）
～
９

日（
金
）▼
申
請
方
法　

①
は
茨
城

県
で
共
同
受
付
。
茨
城
県
建
設
業

担
当
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

②
は
財
政
課
へ
郵
送
か
持
参
。
申

請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、
財
政
課

で
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。
▼

郵
送
先
・
問
合
せ　

〒
３
１
８
‐

８
５
１
１　

高
萩
市
春
日
町
３
‐

10
‐
16　

高
萩
市
役
所
財
政
課
管

財
グ
ル
ー
プ
☎
23
‐
２
１
１
３

▼
業
種
区
分　

①
建
設
工
事
、
測

量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
②

物
品
の
製
造
販
売
等（
役
務
の
提

供
含
む
）
▼
有
効
期
間　

６
月
１

日（
月
）
～
平
成
29
年
５
月
31
日

（
水
）【
建
設
工
事
、
測
量
・
建
設

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
】
▼
受
付
期

間　

１
月
15
日（
木
）
～
２
月
６

日（
金
）▼
申
請
方
法　

茨
城
県
入

札
参
加
資
格
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム

で
の
受
付
で
す
。
シ
ス
テ
ム
上

で
デ
ー
タ
を
送
信
す
る
と
と
も

に
、
確
認
書
類
を
書
留
郵
便
に
よ

り
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く

は
、
茨
城
県
入
札
参
加
資
格
電
子

申
請
シ
ス
テ
ム
共
同
受
付
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
共
同
受
付
セ
ン

タ
ー
（
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５

時
ま
で
。
12
時
～
午
後
１
時
を
除

く
）
ま
で
。（
郵
送
先
）
〒
３
１
０

‐
８
５
５
５　

水
戸
市
笠
原
町

９
７
８
‐
６
茨
城
県
庁
内　

共
同

受
付
セ
ン
タ
ー
【
物
品
の
製
造
販

売
等
】
▼
受
付
期
間　

２
月
２
日

（
月
）
～
27
日（
金
）
▼
申
請
方
法

高
萩
市
独
自
で
の
受
付
で
す
。
申

請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、
財
政
課
で

受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。
申
請
は

財
政
課
ま
で
郵
送（
書
留
ま
た
は

宅
配
）
し
て
く
だ
さ
い
。
持
参
で

も
受
け
付
け
ま
す
が
後
日
審
査
と

な
り
ま
す
。（
郵
送
先
）〒
３
１
８

‐
８
５
１
１　

高
萩
市
春
日
町

３
‐
10
‐
16
高
萩
市
役
所
財
政
課

管
財
グ
ル
ー
プ
▼
問
合
せ　
【
建

設
工
事
、
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
】
共
同
受
付
セ
ン
タ
ー
☎

０
２
９
‐
３
０
１
‐
０
３
１
１
／

【
物
品
の
製
造
販
売
等
】財
政
課
管

財
グ
ル
ー
プ
☎
23
‐
２
１
１
３

▼
日
時　

１
月
22
日（
木
）
～
25

日（
日
）午
前
10
時
～
午
後
５
時
※

25
日
は
午
後
４
時
ま
で
▼
会
場　

日
立
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
（
日
立

市
）
▼
問
合
せ　

北
村
さ
ん
☎
23

‐
４
１
４
１

▼
日
時　

２
月
６
日（
金
）午
後
１

時
～
３
時
30
分（
受
付
12
時
30
分

～
）
※
要
申
込
み
▼
会
場　

国
民

宿
舎
鵜
の
岬（
日
立
市
）
▼
申
込

み
・
問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
高

萩
☎
22
‐
２
５
４
９

▼
活
動
内
容　

県
の
主
要
事
業
や

施
設
等
を
取
材
し
、
そ
の
内
容
を

広
報
紙
で
発
表
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
で

本
県
の
情
報
を
積
極
的
に
発
信
す

る
等
。
▼
任
期　

４
月
上
旬
～
平

成
28
年
３
月
31
日
▼
募
集
人
員　

４
人
▼
応
募
資
格　

①
茨
城
県
在

住
の
平
成
27
年
４
月
１
日
現
在
で

満
20
歳
以
上
の
女
性
②
公
務
員
や

議
会
の
議
員
で
な
い
人
③
取
材
先

の
要
望
す
る
日
時
に
応
じ
て
取
材

で
き
る
人
④
自
分
で
取
材
先
に
移

動
で
き
る
人
▼
謝
礼　

年
間
６
万

円
▼
応
募
方
法　

県
広
報
広
聴

課
、
各
県
民
セ
ン
タ
ー
、
市
役
所

受
付
に
備
え
て
あ
る
応
募
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、「
女
性
特

派
員
に
応
募
す
る
理
由
」と「
地
域

の
話
題
」
を
そ
れ
ぞ
れ
４
０
０
字

程
度
に
ま
と
め
た
も
の
を
添
付
し

て
、
郵
送
、
電
子
メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
で
広
報
広
聴
課
宛
て
に
送
付
。

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
様
式
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
電
子
メ
ー
ル
で

の
送
信
も
可
能
。
▼
応
募
締
切　

２
月
13
日（
金
）▼
応
募
先
・
問
合

せ　

〒
３
１
０
‐
８
５
５
５　

水

戸
市
笠
原
町
９
７
８
‐
６　

茨
城

県
広
報
広
聴
課
県
民
広
報
グ

ル
ー
プ
☎
０
２
９
‐
３
０
１
‐

２
１
２
８
／
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
２
９
‐

３
０
１
‐
２
１
６
８
／
Ｅ
メ
ー
ル

koho3@pref.ibaraki.lg.jp

　

水
戸
地
方
法
務
局
で
は
、
登
記

相
談
を
事
前
予
約
に
よ
り
お
受
け

す
る
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
ま
す
。

な
お
、
相
談
時
間
は
１
人
20
分
で

す
。
詳
し
く
は
最
寄
り
の
法
務
局

へ
。
▼
予
約
・
問
合
せ　

水
戸
地

方
法
務
局
日
立
支
局
☎
０
２
９
４

‐
21
‐
２
２
５
３

２
月
２
日
か
ら
登
記
相
談
の

事
前
予
約
サ
ー
ビ
ス
を
開
始

おしらせ

市
役
所
以
外
か
ら

暮らしの情報

第
23
回
県
北
退
職

教
職
員
作
品
展

もよおし

日
立
・
高
萩
広
域

下
水
道
組
合

入
札
参
加
資
格
申
請

おしらせ

平
成
25
・
26
年
度
競
争
入
札

参
加
資
格
審
査
の
申
請

【
１
月
追
加
申
請
】

おしらせ
平
成
27･

28
年
度
競
争
入
札

参
加
資
格
審
査
の
申
請

【
定
期
受
付
】

おしらせ

障
害
者
就
職
面
接
会
の
参
加
者

募集
い
ば
ら
き
女
性
特
派
員

募集
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暮らしの情報

守ろうよ
車のマナー　心のモラル

高萩市内の交通事故概況（H26.12.10 現在）

人身事故発生件数（前年比）  94 件（ － 14）
死者数　　　　　（前年比）   0 件（ ±　0）
負傷者数　　　　（前年比） 131 件（ － 14）

トイレの汲み取りの休み
1 月 ５日（月）の午後・11 日（日）・12 日（月）・

18日（日）・25日（日）
1 日（日）・8 日（日）・11 日（水）・
15 日（日）・22 日（日）

2 月

●問合せ　花貫クリーンセンター　☎ 22-4318

　

傾
聴
の
知
識
や
技
術
を
学
ん
で

み
ま
せ
ん
か
。▼
日
時　

２
月
17

日（
火
）午
後
１
時
～
４
時
▼
会
場

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
研
修
室
▼

定
員　

40
人
▼
受
講
料　

無
料

▼
申
込
方
法　

１
月
30
日
（
金
）

ま
で
に
電
話
で
左
記
へ
。▼
問
合

せ　

社
会
福
祉
協
議
会
☎
23
‐

８
３
４
１

▼
日
時　

１
月
17
日（
土
）午
後
１

時
30
分
～
４
時
▼
会
場　

い
ば

ら
き
就
職
・
生
活
総
合
支
援
セ
ン

タ
ー
３
階
会
議
室（
水
戸
市
）▼
内

容　

面
接
で
好
印
象
を
与
え
る
メ

イ
ク
術
と
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
。明

る
い
第
一
印
象
で
好
感
度
を
ア
ッ

プ
し
ま
し
ょ
う
！
▼
定
員　

20
人

（
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
）※

託
児
有
り（
要
予
約
）▼
参
加
料　

無
料
▼
申
込
み
・
問
合
せ　

茨
城

県
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援

セ
ン
タ
ー
☎
０
２
９
‐
２
３
３
‐

２
３
５
５

　

茨
城
県
栄
養
士
会
で
は
、
県
民

の
健
康
づ
く
り
を
積
極
的
に
支
援

す
る
た
め
に「
栄
養
ケ
ア
・
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
」を
開
設
し
て
い
ま
す
。栄

養
ケ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
活
動
に

関
心
の
あ
る
人
は
、
県
栄
養
士
会

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。▼

活
動
内
容　

個
別
栄
養
相
談
、
診

療
所
等
医
療
機
関
に
お
け
る
栄

養
相
談
、
生
活
習
慣
病
予
防
及
び

介
護
予
防
の
食
事
相
談
、
特
定
保

健
指
導
、
地
域
に
お
け
る
食
育
講

座
等
。▼
問
合
せ　

公
益
社
団
法

人
茨
城
県
栄
養
士
会
☎
０
２
９
‐

２
２
８
‐
１
０
８
９

▼
日
時　

１
月
25
日（
日
）午
後
１

時
～
▼
会
場　

ホ
テ
ル
天
地
閣

（
日
立
市
）
▼
内
容　

講
演
「
要
介

護
高
齢
者
へ
の
食
事
支
援
」
講
師

植
田
耕
一
郎
氏
▼
問
合
せ　

日
立

歯
科
医
師
会
☎
０
２
９
４
‐
35
‐

７
４
０
０

▼
募
集
訓
練
科　

機
械
加
工
科
、

金
属
加
工
科
▼
願
書
受
付　

１

月
13
日
（
火
）
～
23
日
（
金
）、
２
月

６
日
（
金
）
～
18
日
（
水
）
▼
試
験

日　

１
月
30
日
（
金
）、
２
月
20
日

（
金
）　

※
詳
細
は
学
院
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
左
記
へ
。▼
問
合
せ　

県
立
日
立
産
業
技
術
専
門
学
院
☎

０
２
９
４
‐
35
‐
６
４
４
９

▼
受
付
期
間　
【
一
般
入
学（
新
入

学
）】３
月
11
日（
水
）～
23
日（
月
）

【
編
入
学
・
転
入
学
】
３
月
６
日

（
金
）～
11
日（
水
）▼
提
出
書
類　

必
要
書
類
は
直
接
本
校
窓
口
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。（
一
般
、
編
入

は
郵
送
不
可
）
願
書
書
類
の
交
付

は
１
月
13
日
（
火
）
か
ら
。交
付
を

希
望
す
る
人
は
直
接
来
校
す
る

か
、郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
・
電
話

番
号
及
び「
通
信
制
○
○
入
学（
一

般
・
編
・
転
の
ど
れ
か
を
記
入
）
書

類
請
求
」
と
明
記
し
た
用
紙
と
切

手
１
４
０
円
分
を
同
封
の
う
え
、

本
校
に
申
込
み
。応
募
資
格
等
、詳

し
く
は
左
記
へ
。▼
申
込
み
・
問
合

せ　

〒
３
１
０
‐
０
８
０
４　

水

戸
市
白
梅
２
‐
10
‐
10　

茨
城
県
立

水
戸
南
高
等
学
校
（
通
信
制
）☎

０
２
９
‐
２
４
７
‐
４
２
８
４

栄
養
ケ
ア
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

活
動
の
担
い
手

管
理
栄
養
士
・
栄
養
士

募集

～社会福祉協議会へ～
＜金員預託＞
高萩健志会 50,000 円／増田立輝さ
ん 20,000 円／増田悠利さん 10,000
円／秋山南支部三世代交流いも煮会 
3,800 円
＜物品預託＞
未使用タオル、使用済み切手・テレホン
カード、ペットボトルキャップ、プルタブ
の預託、ご協力ありがとうございました。

ありがとうございました

■行政相談
日時：1月8日（木）・22日（木）
午後1時～3時／場所：仮設庁舎
Ｂ棟1階会議室
●行政相談委員
　棚谷　　稔さん☎23－0141
　矢代　博一さん☎22－4365

■家庭児童相談（予約制）
日時：1月13日（火）午後１時30分
～4時30分／場所：仮設庁舎Ｂ棟１
階会議室１／内容：養護・障害・非行・
育成　など／相談員：児童相談所の児
童福祉司・家庭児童相談員／申込み：
電話で下記へ申込み。
●社会福祉課　萩っ子支援グループ
　☎23ー7030

■年金相談と年金請求（予約制）
日時：1月20日（火）、2月17日（火）
午前10時～11時30分、午後1時～
1時30分（相談時間は1人30分）/
場所：総合福祉センター内の会議室/
申込み：相談日の1ヶ月前から予約可。
電話で下記へ申込み。
●日立年金事務所　お客様相談室
　☎0294ー24ー2193

■心配ごと相談（予約制）
一般相談：1月8日（木）午後1時～
3時/法律相談:1月22日（木）午
後1時～3時　※法律相談の予約
は当日の午前8時30分～正午ま
で/場所:総合福祉センター内の会
議室
●社会福祉協議会☎23ー8341

■消費生活関連の相談
開設日：月・水・金曜日の午前9時～
正午、午後1時～5時（祝日除く）
●消費生活センター（仮設庁舎Ｃ棟1

階）　☎23ー2114

茨
城
県
立
水
戸
南
高
等
学
校

通
信
制
課
程
の
生
徒

募集

ひ
と
り
親
家
庭
等
就
職

支
援
セ
ミ
ナ
ー
の
参
加
者

募 集

県
立
日
立
産
業
技
術

専
門
学
院
の
生
徒

募 集

傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
座

の
参
加
者

募 集

お
口
か
ら
伸
ば
そ
う
健
康
寿
命

口
腔
ケ
ア
講
演
会

もよおし
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